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玉
蟲
由
樹
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一　

本
論
文
の
構
成

　

玉
蟲
由
樹
君
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
は
、『
人
間

の
尊
厳
保
障
の
法
理
―
人
間
の
尊
厳
条
項
の
規
範
的
意
義
と
動
態

―
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
三
年
）
と
題
す
る
、
全
八
章
、
四
一
〇
頁

の
著
書
で
あ
る
（
以
下
、「
本
論
文
」
と
い
う
）。
玉
蟲
君
は
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
条
項
（
基
本
法
一
条
一
項
）
が
憲
法
規
範

と
し
て
い
か
な
る
実
践
的
意
義
や
機
能
を
も
ち
、
人
間
の
尊
厳
が
基

本
権
解
釈
論
に
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
与
え
て
き
た
の
か
を
、
ド
イ
ツ

の
学
説
・
判
例
を
素
材
と
し
て
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
。
本
書
は
、

そ
の
中
間
総
括
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
条
項
は
、「
基
本
法
に
お

け
る
最
高
価
値
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲

法
一
三
条
が
定
め
る
「
個
人
と
し
て
の
尊
重
」
と
は
異
な
り
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
重
要
判
例
や
学
説
の
な
か
で
違
憲
・
合
憲
の
結
論
を

も
た
ら
す
「
規
範
」
と
し
て
援
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
基
本

権
や
基
本
権
の
作
用
を
根
拠
づ
け
て
き
た
。
本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
の

憲
法
裁
判
お
よ
び
憲
法
学
説
に
お
け
る
実
際
の
営
み
の
な
か
で
機
能

す
る
人
間
の
尊
厳
条
項
の
意
味
内
容
に
着
目
し
、
そ
の
動
態
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
し
が
き

第
1
章　

尊
厳
と
「
人
間
」・「
個
人
」

1　

人
権
と
憲
法
の
「
開
放
性
」

2　

個
人
の
尊
重
を
め
ぐ
る
議
論
状
況

⑴　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
法
の
最
小
限
の
実
質
的
内
容

と
し
て
の
人
間
の
尊
厳

⑵　

個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
の
同
視
論

⑶　

個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
の
峻
別
論

（　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
論
の
現
代
的
傾
向

⑴　

人
間
の
尊
厳
論
の
変
化

⑵　

人
格
主
義
的
人
間
の
尊
厳
観
の
否
定

⑶　

基
本
法
の
人
間
像

⑷　

人
間
の
尊
厳
保
障
の
衡
量
可
能
性

⑸　

個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
の
同
視
論
・
再
論

4　

個
人
の
尊
重
と
人
権
理
論
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⑴　

従
来
の
人
権
理
論
と
の
対
立

⑵　

人
格
的
・
理
性
的
な
要
素
を
強
調
す
る
見
解

⑶　
「
強
い
個
人
」
と
い
う
個
人
像

⑷　

個
人
の
尊
重
の
絶
対
性
―
―
「
切
り
札
と
し
て
の
人

権
」
論

（　

ま
と
め

第
2
章　

人
間
の
尊
厳
保
障
の
「
絶
対
性
」
と
「
相
対
性
」

1　
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
だ
っ
た
」
？

2　

人
間
の
尊
厳
の
保
護
領
域
の
拡
大

⑴　

人
間
の
尊
厳
の
人
的
保
護
領
域

⑵　

未
出
生
の
生
命
と
人
間
の
尊
厳

⑶　

死
者
と
人
間
の
尊
厳

（　

人
間
の
尊
厳
保
障
の
強
度
―
―
絶
対
性
へ
の
懐
疑

⑴　

従
来
の
見
解
―
―
絶
対
的
保
障
説

⑵　

ク
レ
プ
フ
ァ
ー
の
見
解

⑶　

人
間
の
尊
厳
の
段
階
的
保
障
―
―
段
階
的
保
障
説

4　

人
間
の
尊
厳
の
保
護
領
域
と
保
護
強
度

⑴　
「
連
結
―
絶
対
的
保
障
」
説

⑵　
「
分
離
―
絶
対
的
保
障
」
説

⑶　
「
連
結
―
相
対
的
保
障
」
説
（
ク
レ
プ
フ
ァ
ー
説
）

⑷　
「
分
離
―
段
階
的
保
障
」
説

（　

人
間
の
尊
厳
保
障
の
再
構
成
の
可
能
性

（　

ま
と
め

第
（
章　

人
間
の
尊
厳
の
「
尊
重
」
と
「
保
護
」

1　

基
本
法
一
条
一
項
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
の
「
尊
重
」
と

「
保
護
」

2　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
の
客
観
法
的
保

護
の
展
開

⑴　

メ
フ
ィ
ス
ト
決
定

⑵　

堕
胎
判
決

⑶　
「
悪
魔
の
舞
踏
」
判
決

⑷　

航
空
安
全
法
判
決

⑸　

小　

括

（　

連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
る
人
間
の
尊
厳
保
障
の
「
脱
人
格

化
・
客
観
化
」

⑴　

ピ
ー
プ
・
シ
ョ
ー
判
決

⑵　
「
レ
ー
ザ
ー
ド
ロ
ー
ム
」
判
決

⑶　

小　

括

4　

個
人
の
主
体
性
と
国
家
に
よ
る
人
間
の
尊
厳
の
客
観
法
的

保
護

⑴　
「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」
？

⑵　
「
自
分
自
身
か
ら
の
尊
厳
保
護
」
？
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⑶　

個
人
の
主
体
性
の
保
障
と
人
間
の
尊
厳
の
客
観
法
的

保
護

（　

ま
と
め

第
4
章　

人
間
の
尊
厳
と
拷
問
の
禁
止

1　
「
拷
問
の
禁
止
」
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
と
動
揺

2　

ダ
シ
ュ
ナ
ー
事
件
の
波
紋

⑴　

ダ
シ
ュ
ナ
ー
事
件

⑵　
「
救
出
目
的
で
の
拷
問
」

（　

人
間
の
尊
厳
と
拷
問
の
禁
止

⑴　

従
来
の
支
配
的
見
解

⑵　

ブ
ル
ッ
ガ
ー
に
よ
る
批
判

⑶　

救
出
目
的
で
の
拷
問
容
認
論

⑷　

人
間
の
尊
厳
保
障
相
対
化
論

⑸　

拷
問
容
認
論
の
広
が
り

4　

ま
と
め

第
（
章　

人
間
の
尊
厳
と
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障

1　
「
人
間
に
値
す
る
生
存
」
の
保
障
根
拠
と
し
て
の
人
間
の

尊
厳

2　

初
期
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
と
学
説

⑴　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
人
間
の
尊
厳
と
最
低
限
度

の
生
活
の
保
障
と
の
「
切
断
」

⑵　

学
説
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
最
低
限
度
の
生
活
の

保
障
と
の
「
連
結
」

（　

最
低
限
度
の
生
活
・
課
税
最
低
限
・
社
会
保
障

⑴　

一
九
九
〇
年
五
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

⑵　

人
間
の
尊
厳
と
課
税
最
低
限

⑶　

人
間
の
尊
厳
条
項
の
具
体
化
の
限
界

4　

最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権

⑴　

ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決

⑵　

基
本
権
と
し
て
の
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め

る
権
利

⑶　

最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
の
実
現

（　

ま
と
め

第
（
章　

人
間
の
尊
厳
と
死
後
の
人
格
保
護

1　

人
間
の
尊
厳
の
主
体
の
動
態
と
死
者

2　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
死
後
の
人
格
保
護

（　

死
後
の
人
格
保
護
の
意
義
と
限
界

⑴　

死
者
に
対
す
る
基
本
法
一
条
一
項
の
適
用
根
拠

⑵　

死
者
に
対
す
る
保
護
の
性
質

⑶　

裁
判
的
救
済
の
可
能
牲

4　
「
人
体
の
不
思
議
」
展
と
死
者
の
保
護

⑴　
「
人
体
の
不
思
議
」
展
と
人
間
の
尊
厳
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⑵　
「
人
体
の
不
思
議
」
展
に
関
す
る
裁
判
例

⑶　

裁
判
所
の
論
証
枠
組

⑷　

プ
ラ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
体
の
取
扱
い
と
人
間
の
尊

厳

（　

ま
と
め

第
7
章　

人
間
の
尊
厳
と
個
人
情
報

1　

人
間
の
尊
厳
と
「
情
報
自
己
決
定
権
」

2　

国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権

⑴　

国
勢
調
査
判
決
の
概
要

⑵　

情
報
自
己
決
定
権
の
背
景

（　

国
勢
調
査
判
決
に
対
す
る
批
判

⑴　
「
共
同
体
関
連
性
」
の
強
調

⑵　
「
領
域
理
論
」
と
の
決
別

⑶　

批
判
に
対
す
る
反
論

4　

国
勢
調
査
判
決
以
降
の
情
報
自
己
決
定
権
の
展
開

⑴　

情
報
自
己
決
定
権
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
展

開

⑵　

情
報
自
己
決
定
権
の
対
象
・
射
程
範
囲

（　

第
三
者
関
係
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権

⑴　

第
三
者
関
係
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
の
必
要
性

⑵　

第
三
者
関
係
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
の
変
容

⑶　

情
報
自
己
決
定
権
と
基
本
権
保
護
義
務
論

⑷　

第
三
者
関
係
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
保
護
の
実

現

（　

治
安
法
制
と
情
報
自
己
決
定
権

⑴　

治
安
法
制
の
限
界
と
し
て
の
情
報
自
己
決
定
権

⑵　

情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
の
強
度
の
判
定

⑶　

je-desto

定
式

⑷　

規
範
の
特
定
性
・
明
確
性

⑸　

国
家
の
安
全
保
護
義
務
の
限
界

7　

ま
と
め

第
（
章　

人
間
の
尊
厳
と
遺
伝
子
情
報

1　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
技
術
の
利
用
と
人
権
論

2　

ド
イ
ツ
で
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利
用

⑴　

一
九
九
〇
年
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決

⑵　

一
九
九
五
年
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

⑶　

一
九
九
七
年
刑
事
訴
訟
法
改
正
お
よ
び
一
九
九
八
年

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
法

⑷　

二
〇
〇
〇
年
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

⑸　

二
〇
〇
五
年
の
刑
事
訴
訟
法
改
正

⑹　

小　

括

（　

刑
事
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利
用
の
憲
法
学
的
考
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察⑴　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
衝
突
し
う
る
人
権
規
定

⑵　

身
体
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
権
利

⑶　

人
間
の
尊
厳

⑷　

情
報
自
己
決
定
権

4　

ま
と
め

二　

本
論
文
の
概
要

　

本
書
を
構
成
す
る
全
八
章
の
う
ち
、
第
1
章
か
ら
第
（
章
ま
で
は

「
総
論
部
分
」
に
あ
た
り
、
第
4
章
か
ら
第
（
章
ま
で
が
「
各
論
部

分
」
と
な
る
。「
総
論
部
分
」
で
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
い
う

「
人
間
の
尊
厳
（die W

ürde des M
enschen

）」
が
ド
イ
ツ
の
学

説
お
よ
び
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
を
そ

の
変
遷
と
と
も
に
論
じ
る
ほ
か
、
日
本
国
憲
法
一
三
条
の
「
個
人
の

尊
重
」
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
続
く
「
各
論
部
分
」
で
は
、

「
総
論
部
分
」
に
お
い
て
得
ら
れ
た
知
見
の
具
体
的
検
討
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
個
別
的
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お

け
る
人
間
の
尊
厳
条
項
の
現
れ
方
を
分
析
し
て
い
る
。

　

各
章
の
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

⑴　

第
1
章
「
尊
厳
と
『
人
間
』・『
個
人
』」
で
は
、
尊
厳
の
主

体
と
し
て
の
「
人
間
」
と
「
個
人
」
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
日
本

の
憲
法
学
で
は
、
比
較
的
初
期
に
は
日
本
国
憲
法
一
三
条
が
定
め
る

「
個
人
の
尊
重
」
は
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
一
項
に
い
う
「
人
間
の
尊

厳
」
と
同
義
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
両
者
の
違
い
、

と
り
わ
け
「
人
間
」
と
「
個
人
」
と
の
違
い
、「
尊
厳
」
と
「
尊
重
」

と
の
違
い
を
重
視
し
、
両
者
を
峻
別
す
る
議
論
が
有
力
に
展
開
さ
れ

た
。
本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
論
が
、
人
間
存
在

の
「
最
小
限
の
同
質
性
」
を
重
視
す
る
議
論
か
ら
、
多
様
な
存
在
と

し
て
の
「
個
人
」
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
基
本
法
一
条
一
項
が
多
様
な
利
益
に
対
し
て
開
か

れ
た
憲
法
（
人
権
）
解
釈
を
可
能
に
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
た
。

そ
の
上
で
、
本
論
文
は
、「
個
人
の
尊
重
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
と

は
互
換
的
な
概
念
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
に
関
す
る
憲
法
上
の
理
解

は
個
人
の
尊
重
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
う

る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

第
2
章
「
人
間
の
尊
厳
保
障
の
『
絶
対
性
』
と
『
相
対
性
』」
で

は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
盛
り
上
が

り
を
見
せ
た
人
間
の
尊
厳
保
障
の
「
相
対
化
傾
向
」
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
基
本
法
一
条
一
項
は
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
」
と

定
め
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
不
可
侵
」
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
文
字

通
り
、
基
本
権
を
含
め
た
他
の
法
益
と
の
衡
量
を
一
切
受
け
付
け
な

い
絶
対
的
な
保
障
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
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〇
〇
〇
年
頃
を
境
に
遺
伝
子
技
術
の
進
展
へ
の
対
処
が
主
た
る
要
因

と
な
り
、
尊
厳
保
障
を
体
外
受
精
胚
な
ど
に
も
及
ぼ
す
一
方
、
そ
の

反
面
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
保
障
を
他
の
法
益
と
衡
量
可
能
な
相
対

的
な
保
障
と
理
解
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。
本
論
文
は
、
絶
対
的

保
障
を
堅
持
す
る
立
場
と
相
対
化
を
容
認
す
る
立
場
に
つ
い
て
、
尊

厳
と
生
命
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
評
価
軸

か
ら
検
証
し
、
人
間
の
尊
厳
保
障
に
は
絶
対
的
保
障
が
求
め
ら
れ
る

部
分
と
相
対
的
保
障
が
容
認
さ
れ
る
部
分
と
の
二
段
階
的
な
保
障
で

あ
る
と
解
す
る
の
が
最
も
現
実
適
合
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

⑵　

第
（
章
「
人
間
の
尊
厳
の
『
尊
重
』
と
『
保
護
』」
で
中
心

と
な
る
の
は
、
人
間
の
尊
厳
の
客
観
法
的
保
護
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で

は
人
間
の
尊
厳
条
項
を
基
本
権
規
定
と
し
て
主
観
的
に
理
解
す
る
一

方
、
そ
の
「
保
護
」
に
あ
た
っ
て
は
他
者
に
よ
る
危
害
か
ら
尊
厳
を

保
護
す
る
た
め
の
客
観
法
的
な
保
障
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
、
メ
フ
ィ
ス
ト
決
定
、
堕
胎
判
決
、
航
空
安
全
法
判
決
と
い
っ
た

人
間
の
尊
厳
の
客
観
法
的
保
護
が
展
開
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
決
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
客
観
法
的
保
護
が
人
間
の
尊
厳
の

「
脱
人
格
化
・
客
観
化
」
を
引
き
起
こ
し
た
例
と
し
て
、
連
邦
行
政

裁
判
所
の
ピ
ー
プ
・
シ
ョ
ー
判
決
と
レ
ー
ザ
ー
ド
ロ
ー
ム
決
定
を
取

り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
検
証
し
た
。

　

本
章
で
は
、
人
間
の
尊
厳
保
障
を
規
範
的
に
取
り
扱
う
た
め
に
連

邦
憲
法
裁
判
所
が
展
開
し
て
き
た
「
客
体
定
式
」
は
、
本
来
、
人
間

の
主
体
性
こ
そ
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

記
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
は
こ
れ
を
曲
解
し
、
人
間
の
尊
厳
を

「
よ
き
生
き
方
」
を
意
味
す
る
客
観
的
な
義
務
へ
と
転
化
さ
せ
た
こ

と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
玉
蟲
君
は
、「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」

や
「
自
分
自
身
か
ら
の
尊
厳
保
護
」
は
憲
法
上
の
人
間
の
尊
厳
保
障

と
は
本
質
的
に
相
い
れ
な
い
考
え
方
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

　

第
4
章
「
人
間
の
尊
厳
と
拷
問
の
禁
止
」
は
、
二
〇
〇
四
年
の
ダ

シ
ュ
ナ
ー
事
件
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
裁
判
決
を
契
機
と
し
て
論
争
と

な
っ
た
、「
救
出
目
的
で
の
拷
問
」
を
取
り
扱
う
。
拷
問
の
禁
止
は

人
間
の
尊
厳
か
ら
導
か
れ
る
主
た
る
保
障
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
の
事
件
の
後
、
刑
法
学
説
、
憲
法
学
説
に
お
い
て
、
犯
罪
事

件
の
被
害
者
を
救
出
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
拷
問
は
尊
厳
「
保
護
」

の
要
請
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
保
障
に
反
し
な

い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
本
論
文
で
は
、
救
出
目

的
で
の
拷
問
容
認
論
は
、
結
果
的
に
人
間
の
尊
厳
保
障
の
な
か
に
、

尊
厳
の
「
差
異
化
」
な
い
し
順
序
付
け
を
持
ち
込
ま
ざ
る
を
え
な
い

が
ゆ
え
に
、
人
間
の
尊
厳
保
障
を
全
体
と
し
て
相
対
化
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

⑶　

第
（
章
「
人
間
の
尊
厳
と
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
」
は
、

ド
イ
ツ
基
本
法
に
は
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
社
会
権
的
保
障
を
論



1（0

法学研究 97 巻 10 号（2024：10）

じ
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
失
敗
を
教
訓
に
、
ド
イ
ツ
基
本

法
は
、
そ
の
成
立
に
際
し
て
意
識
的
に
社
会
権
条
項
を
置
か
な
か
っ

た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
部
の
学
説
は
、
早
く
か
ら
人
間
の

尊
厳
保
障
の
な
か
に
「
最
低
限
度
の
生
活
な
い
し
生
存
の
保
障
」
を

見
出
し
て
い
た
。
こ
の
理
解
は
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
二
〇
一
〇
年

の
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
は
、
社
会
国
家
原
理
と
結
び
つ
い
た
人
間
の
尊
厳

を
根
拠
と
し
て
「
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
」
を

憲
法
上
の
権
利
と
し
て
承
認
し
、
日
本
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
た
。

本
論
文
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
学
説
状
況
、
判
例
状
況
を
整
理
し

た
上
で
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
の
新
た
な
基
本
権
保
障
が
い
か
な
る
意

味
を
も
ち
う
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
に
反
す
る
国
家
行
為
の
違
憲
審

査
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

　

⑷　

第
（
章
か
ら
第
（
章
で
は
、
人
格
権
と
の
関
係
に
お
い
て
人

間
の
尊
厳
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
第
（
章
「
人
間
の
尊
厳
と
死
後
の
人
格
保
護
」
は
、
死
者

の
名
誉
の
問
題
を
取
り
扱
う
。
ド
イ
ツ
で
は
、
死
者
の
人
格
保
護
は

人
間
の
尊
厳
保
障
の
死
後
効
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
保
障
の
理
論
的
根
拠
、
保
障
の
外
延
、

裁
判
的
救
済
を
考
え
る
上
で
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、

死
者
の
名
誉
毀
損
に
関
す
る
従
来
の
学
説
・
判
例
法
理
を
検
討
す
る

と
同
時
に
、
特
殊
加
工
を
施
さ
れ
、
様
々
な
ポ
ー
ズ
を
と
ら
さ
れ
た

人
体
標
本
の
展
示
が
問
題
と
な
っ
た
「
人
体
の
不
思
議
」
展
を
巡
る

下
級
審
判
例
の
動
向
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
評
価
も
分
析
す
る
。

そ
の
上
で
、
本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
を
整
理
す
る
と
、

死
者
に
対
す
る
人
間
の
尊
厳
保
障
は
死
者
の
身
体
に
ま
で
及
ぶ
も
の

で
は
な
く
、
人
格
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
に
限
定
さ
れ
る
と
考

え
る
こ
と
が
整
合
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
7
章
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
情
報
」
で
は
、
一
九
八
三
年
に
連

邦
憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
国
勢
調
査
判
決
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
情

報
自
己
決
定
権
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
基
本
権
は
、
人
間
の

尊
厳
保
障
に
根
拠
を
も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
、
人
間
の
尊
厳
の
主
観

的
側
面
の
直
接
的
な
具
体
化
の
一
つ
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
の
意
味

で
、
情
報
自
己
決
定
権
は
、
人
間
の
尊
厳
の
規
範
的
意
義
が
現
れ
た

典
型
例
の
一
つ
と
な
る
。
本
論
文
で
は
、
国
勢
調
査
判
決
以
来
の
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
な
か
で
情
報
自
己
決
定
権
が
ど
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
国
家
領
域
か
ら
非

国
家
領
域
へ
の
展
開
、
主
観
的
権
利
保
障
か
ら
客
観
法
的
保
護
へ
の

展
開
と
し
て
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
、
九
・
一
一
テ
ロ
以
降
の
「
自

由
と
安
全
」
と
の
対
立
構
図
の
な
か
で
情
報
自
己
決
定
権
が
果
た
し

て
き
た
役
割
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
い
、
安
全
を
目
的
と
し
た
国
家

の
情
報
活
動
に
対
し
て
限
界
を
画
す
る
法
治
国
家
的
枠
組
み
を
検
討
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し
て
い
る
。

　

第
（
章
「
人
間
の
尊
厳
と
遺
伝
子
情
報
」
で
論
じ
る
の
は
、
主
に

刑
事
手
続
の
領
域
で
進
行
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
情
報
の
利
用
の
憲
法
適
合
性

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
情
報
が
人
間
の
尊
厳
と
も
か
か
わ

る
重
要
情
報
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
警
察
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
利
用
に

つ
い
て
は
憲
法
適
合
的
な
運
用
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
改
正
を
素
材
と
し
て
検

討
し
、
さ
ら
に
近
時
の
状
況
と
し
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
デ
ー
タ
べ
ー
ス
化
に

あ
た
っ
て
は
、
現
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
行
わ

れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
と
は
異
な
っ
た
要
件
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け

「
再
犯
可
能
性
の
推
定
」
な
し
に
は
憲
法
適
合
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

運
用
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

三　

本
論
文
の
評
価

　

⑴　

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
人
間
の
尊
厳
条
項
が
憲
法
規

範
と
し
て
い
か
な
る
意
義
や
機
能
を
も
ち
、
基
本
権
解
釈
論
に
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
を
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
を
素
材

に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
一
三
条
の
「
個
人
と
し
て

の
尊
重
」
と
は
対
照
的
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
基
本
法
に
お
け
る

最
高
価
値
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
間
の
尊
厳
は
、
た
び
た
び
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
著
名
な
判
例
の
な
か
で
援
用
さ
れ
、
具
体
的
な
帰
結

を
伴
う
「
規
範
」
と
し
て
機
能
し
た
。
本
論
文
は
、
こ
う
し
た
人
間

の
尊
厳
条
項
の
実
際
の
機
能
に
着
目
し
、
そ
の
動
態
を
含
め
て
分
析

す
る
点
に
大
き
な
特
色
と
意
義
が
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
人
間
の
尊
厳
条
項
に
関
す
る

研
究
の
多
く
は
、
当
該
条
項
が
基
本
権
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
の
か

（Grndrecht

か
、Grund der Grundrechte

か
）、
あ
る
い
は
、

人
間
の
尊
厳
条
項
が
想
定
す
る
「
基
本
法
上
の
人
間
像
」
と
は
何
か

と
い
っ
た
、
や
や
抽
象
度
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
条
項

が
現
実
生
活
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
具
体
的
意
義
を
も
つ
の
か
を

論
じ
る
も
の
は
限
ら
れ
て
い
た
。
日
本
国
憲
法
一
三
条
と
の
比
較
に

お
い
て
も
、
人
間
と
個
人
、
尊
厳
と
尊
重
を
具
体
的
な
事
例
研
究
か

ら
離
れ
て
比
較
検
討
す
る
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　

本
論
文
で
は
、
総
論
部
分
、
各
論
部
分
を
通
じ
て
、
具
体
的
解
釈

問
題
の
中
で
の
人
間
の
尊
厳
と
い
う
問
題
意
識
が
一
貫
し
て
い
る
。

第
4
章
か
ら
第
（
章
ま
で
は
拷
問
の
禁
止
、
最
低
限
度
の
生
活
保
障
、

死
後
の
人
格
保
護
、
個
人
情
報
保
護
、
遺
伝
子
情
報
の
取
扱
い
と
い

う
具
体
的
問
題
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
条
項
の
現
れ
方
の
検
討
に
費

や
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
、
総
論
部
分
も
、
こ
の
問
題
意
識

に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
尊
厳
条
項
の
「
規
範
的
意
義
」
の

解
明
と
い
う
問
題
意
識
は
、
本
稿
に
お
い
て
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

確
か
に
、
各
論
で
扱
う
個
々
の
論
点
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
の
憲

法
学
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
に
検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
総
論
部
分
で
も
、
現
代
の
人
間
の
尊
厳
論
が
そ
の
主
体
に
お
い

て
「
人
間
」
よ
り
も
「
個
人
」
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
人
間

の
尊
厳
の
「
不
可
侵
性
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
絶
対
的
保
障
論
に

対
し
て
他
の
憲
法
法
益
と
の
衡
量
を
含
む
相
対
的
保
障
論
が
展
開
さ

れ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
こ
に
は
先
行
業
績
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
総
論
で
扱
わ
れ
た
諸
論
点
を
統
合
し
、
こ
れ
と
、

各
論
で
扱
わ
れ
た
個
々
の
問
題
と
を
有
機
的
に
関
連
付
け
た
の
は
、

本
論
文
の
独
自
の
視
点
で
あ
り
、
玉
蟲
君
の
研
究
の
顕
著
な
功
績
で

あ
る
。
ま
た
、
各
論
で
扱
う
個
々
の
問
題
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
に

お
い
て
憲
法
学
の
次
元
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
議

論
で
あ
り
、
拷
問
禁
止
や
死
後
の
人
格
権
な
ど
は
、
憲
法
学
で
は
玉

蟲
君
の
研
究
が
開
拓
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
行
う
日
本
国
憲
法
一
三
条
の
「
個
人

の
尊
重
」
と
の
比
較
は
、
個
人
の
尊
重
条
項
を
単
な
る
宣
言
的
規
範

を
超
え
て
実
践
的
な
内
容
を
も
っ
た
規
範
と
し
て
再
定
位
す
る
試
み

で
も
あ
り
、
今
後
の
日
本
の
憲
法
学
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑵　

も
っ
と
も
、
本
論
文
に
は
課
題
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の

三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
人
間
の
尊
厳
論
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
以
上
、

憲
法
上
の
人
間
の
尊
厳
論
を
支
え
る
哲
学
的
な
背
景
を
含
む
基
礎
研

究
に
つ
い
て
も
、
自
身
の
理
解
と
評
価
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

論
文
は
、
憲
法
上
の
人
間
の
尊
厳
の
実
践
的
な
規
範
的
意
義
に
重
き

を
置
い
た
た
め
、
哲
学
的
淵
源
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
て
い
る
ほ

か
、
基
本
法
初
期
の
人
間
の
尊
厳
条
項
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
、
今

日
な
お
持
続
的
な
影
響
を
与
え
て
い
るD

ürig

の
思
想
的
背
景

（
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
お
よ
び
連
邦
憲

法
裁
判
所
を
取
り
巻
く
思
想
的
環
境
）
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

次
に
、
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
本
論
文
は
、
主
と
し
て
分
析
的
・

記
述
的
な
手
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
論
文
は
、
人
間

の
尊
厳
条
項
の
実
際
の
規
範
内
容
の
析
出
と
い
う
所
期
の
目
標
に
到

達
し
え
た
一
方
で
、
実
際
に
ド
イ
ツ
に
存
在
す
る
重
厚
で
重
層
的
な

議
論
の
一
側
面
し
か
見
て
い
な
い
と
の
印
象
を
与
え
る
。
現
在
に
お

い
て
も
、
尊
厳
の
主
体
を
あ
く
ま
で
全
体
的
存
在
と
し
て
の
「
人

間
」
や
、
さ
ら
に
は
将
来
世
代
を
含
む
「
種
」
と
し
て
の
人
間
と
し

て
捉
え
る
議
論
は
な
お
有
力
で
あ
る
。„Zurück zum

 
klassischen M

enschenw
ürdebegriff“

と
い
う
根
源
的
な
問
題

提
起
に
応
え
る
た
め
に
は
、（
連
邦
憲
法
裁
判
所
）
実
証
主
義
的
な

知
見
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
、
本
論
文
は
ド
イ
ツ
の
人
間
の
尊
厳
論
を
素
材
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
は
い
え
、
日
本
法
へ
の
示
唆
が
各
章
の
末
尾
で
示
唆
さ

れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
第
1
章
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
「
人

間
の
尊
厳
」
と
日
本
の
「
個
人
の
尊
重
」
と
を
互
換
的
な
概
念
と
い

い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
帰
結
が
包
括
的
に
示
さ
れ
な

い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
お
り
、
望
む
ら
く
は
、
本
論
文
の
最
後
で
総
括

的
な
考
察
を
行
い
、
個
人
の
尊
重
条
項
の
解
釈
に
与
え
う
る
帰
結
を

示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

⑶　

も
っ
と
も
、
本
論
文
の
こ
れ
ら
の
課
題
は
玉
蟲
君
も
認
識
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
部
は
、
後
に
公
刊
さ
れ
た

論
文
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
性
風
俗
営
業
と
人
間

の
尊
厳
」（
陶
久
利
彦
編
『
性
風
俗
と
法
秩
序
』（
尚
学
社
、
二
〇
一

七
年
）
所
収
）
や
、「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
尊
厳
」（
奈
須
祐
治
ほ
か

編
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
最
前
線
と
法
理
の
考
察
』（
法
律
文

化
社
、
二
〇
二
一
年
）
所
収
）
で
は
、
各
論
部
分
で
取
り
上
げ
な
か

っ
た
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
の
論
文
で
あ
る
「
個
人

の
尊
厳
と
自
己
決
定
権
」（
愛
敬
浩
二
編
『
講
座
立
憲
主
義
と
憲
法

学　

第
二
巻　

人
権
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
二
二
年
）
所
収
）
は
、

本
論
文
第
1
章
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を
進
展
さ
せ
、
日
本
国
憲
法
一

三
条
の
解
釈
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
本
論
文
は
、
従
来
は
抽
象
度
の
高
か
っ
た
人

間
の
尊
厳
を
め
ぐ
る
議
論
を
実
践
的
な
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
再
定

位
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
界
に
対
す
る
貢
献
は
大
き
い
。
本
論
文
に

よ
り
、
具
体
的
解
釈
問
題
と
関
連
付
け
て
日
本
国
憲
法
一
三
条
の

「
個
人
の
尊
重
」
の
実
践
的
意
義
を
検
討
す
る
研
究
や
、
具
体
的
解

釈
問
題
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
個
人
の
尊
重
の
内
実
を
再
検
討
し
、
さ

ら
に
、
人
間
の
尊
厳
と
の
異
同
を
検
討
す
る
研
究
が
誘
発
さ
れ
た
。

ま
た
、
玉
蟲
君
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
憲
法
適
合
性
を
争
う
訴
訟
に
お
い
て
意
見
書
を
執
筆
し
て
お
り
、

本
論
文
の
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
は
、
実
務
に
も
影
響
を
与
え
て
い

る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
よ
り
、
日
本
国
憲
法
一
三
条
の

解
釈
論
に
質
的
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
り
、
今
後
の
一
三
条
論
の
深
化

が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
わ
れ
わ

れ
審
査
員
一
同
は
、
玉
蟲
由
樹
君
が
提
出
し
た
本
論
文
が
、
博
士

（
法
学
、
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
二
三
年
九
月
一
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
山　
　

剛

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
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副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

駒
村　

圭
吾

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
教
授　

鈴
木　

秀
美

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

坂
入
遼
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

Ⅰ　

本
論
文
の
構
成

　

坂
入
遼
君
の
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、「
国
際
経
済
法

（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
・
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
）
に
お
け
る
国
内
補
助
金
規
律
の
研
究
」

と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
（
部
、
章
及
び
節
の
見
出
し
）

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

序　

章　

問
題
提
起

第
1
節　

問
題
の
所
在

第
2
節　

国
内
補
助
金
規
律
の
現
状
と
先
行
研
究

第
（
節　

本
論
文
の
目
的
、
手
法
及
び
構
成

第
4
節　

考
察
の
前
提
事
項

第
Ⅰ
部　

国
内
補
助
金
規
律
の
展
開
と
課
題

第
1
章　

国
内
補
助
金
規
律
の
展
開

第
1
節　

一
九
四
七
年
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
暫
定
適
用

第
2
節　

東
京
ラ
ウ
ン
ド
交
渉

第
（
節　

ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉




